






　重症心身障害児(以下重障児と呼ぶ)の中には,難治性てんかん発作をもつも

のが多く,そのコントロールには個々の症例を詳細に観察しつつ,長期にわたり

加療することが必要であることはいうまでもない。しかし重障児施設の現状は,

収容者数のわりには常勤医の数も少なく,また勤務時間が短いなど,その治療に

は物理的にも多くの隘路がある。われわれが最近関与しはじめた数施設に於て

も,投与抗てんかん薬の種類や投与量にかなりの差がみられるほか,症例によっ

ては相当大量が処方されている場合もみられた。重障児では一般に中毒症状を

発見し難いため,慢性中毒に陥る危険性も大きい。


